
 

平成１７年度 廃棄物処理施設における温暖化対策事業 公募要領 

 

 

  環境省では、平成１７年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（民間団体）により、

「廃棄物処理施設における温暖化対策事業」を行うこととしています。本事業の概要、対象

事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は以下のとおりです。 

 なお、補助事業として選定された場合には、｢二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（民

間団体）交付要綱｣（以下､交付要綱という。）及び「廃棄物処理施設に対する温暖化対策事

業実施要領」（以下、実施要領という。）に従って手続き等を行っていただくことになりま

す。 

 このため、交付要綱及び実施要領を参照の上、応募いただきますようお願いいたします。 

 なお、平成１７年度交付要綱及び実施要領は、近日中に環境省ホームページに掲載いたし

ます。  

 

 

１．廃棄物処理施設における温暖化対策事業の概要 

 

１－１ 目 的 

 平成１４年３月１９日に地球温暖化対策推進本部で決定された「地球温暖化対策推進大

綱」においては、廃棄物分野に関連する施策として、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用

の推進による廃棄物焼却量の抑制を図りつつ、燃やさざるを得ない廃棄物の排熱を有効に活

用する廃棄物発電やバイオマスエネルギーの有効活用により化石燃料の使用量の抑制を推

進するとされています。 

 このため、循環型社会形成推進基本法の基本原則として示されている①リデュース、②リ

ユース、③マテリアル・リサイクル、④サーマル・リサイクルの優先順位に従い、温暖化対

策に資する高効率の廃棄物エネルギー利用施設やバイオマス利用施設の整備を促進するた

め、これらの施設を整備する事業に対して支援を行います。 

 

１－２ 事業の内容 

（１）概 要 

 高効率な廃棄物発電や廃棄物由来のバイオマス発電等の廃棄物処理に係るエネルギー利

用施設の整備を実施する民間企業等の事業者に対し、事業実施に必要な経費の一部を国が補

助することにより、地球環境の保全に資することを目的としています。 

 

（２）対象事業者（補助事業者） 

 廃棄物処理業を主たる業とする事業者であって、以下に挙げる者とします。 

 ア 民間企業 

 イ 独立行政法人 

 ウ 公益法人 

 エ 法律により直接設立された法人 

 オ その他環境省が適当と認める者（国及び地方公共団体は対象としない） 

 

（３）補助対象費用の使途 

 工事費（本工事費）及び事務費 



 

（４）補助金の交付額 

 施設の高効率化に伴う増嵩費用 

 （ただし、補助対象となる施設整備費の１／３を限度とします。） 

 

（５）補助対象となる施設の条件 

 下記の基準を設けています。 

 

 1) 下表の左欄の対象施設の区分ごとに右欄の条件を満たすものであること。 

                                                                                 

     対 象 施 設                 対  象  の  条  件 

 ① 廃棄物発電 ア ＲＤＦ発電 

    ・発電効率：ＲＤＦの処理量により 

    ２００トン／日未満：２３％以上 

    ２００トン／日以上：２５％以上 

    ３００トン／日以上：２８％以上 

  イ ガスリパワリング型廃棄物発電 

    ・発電効率：２０％以上 

  ウ その他の廃棄物発電 

    ・発電効率：１５％以上 

   

 ② バイオマス発電 ア 蒸気タービン方式 

    ・発電効率：１０％以上 

  イ その他の発電方式 

    ・発電効率：２５％以上 

   

 ③ 廃棄物熱供給 廃棄物から得られ、利用される熱量 

     ６．２８GJ/h(１．５Gcal/h)以上 

   

 ④ バイオマス熱供給 バイオマスから得られ、利用される熱量 

     １．２６GJ/h(０．３Gcal/h)以上 

   

 ⑤ バイオマスコージ ・発電出力５０ｋＷ以上 

   ェネレーション ・省エネ率１０％以上 

   

 ⑥ 廃棄物燃料製造 ・エネルギー回収率：６０％以上 

  ・発熱量 

   固形化 １２．５６MJ/kg(３，０００kcal/kg)以上 

   液 化 ３３．４９MJ/kg(８，０００kcal/kg)以上 

   ガス化 ４．１９MJ/Nm3(１，０００kcal/Nm3)以上 

  ・ＲＰＦ製造は対象としない 

   

 ⑦ バイオマス燃料 (ア)メタン発酵方式 

   製造 ・ガス製造量：３００Nm3/日以上 

  ・発熱量：１８．８４MJ/Nm3(４，５００kcal/Nm3)以上 



  (イ)メタン発酵方式以外 

  ・エネルギー回収率：５０％以上 

  ・発熱量 

   固形化 １２．５６MJ/kg(３，０００kcal/kg)以上 

   液 化 １６．７５MJ/kg(４，０００kcal/kg)以上 

   ガス化 ４．１９MJ/Nm3(１，０００kcal/Nm3)以上 

    （注）①～④については、廃棄物を直接燃焼させるものに限る。 

 

 2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第８条の規定によ

る一般廃棄物処理施設の設置許可を受けたもの、又は第１５条の規定による産業廃棄物処理

施設の設置許可を受けたものであること。 

 3) 廃棄物処理施設における温暖化対策事業に係る施設が適正に管理されるよう、周辺住

民の理解の下に、当該事業に係る管理・運営体制が整備されていること。 

 4) 補助事業に係る廃棄物処理施設の安全性に関する情報公開等を行わなければならない

こと。 

  ア 情報公開等を行うに当たっては、第３に掲げる範囲を中心に、処理施設の安全性等

に関する説明書を作成して周辺住民に開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答

等を行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要を環境大臣に報告しなければならないこと。 

  イ 処理施設の稼働開始後５年間は、第３に掲げる範囲を中心に、処理施設の実際の安

全性について点検し、その結果を開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を

行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要について補助を受けた年度の末日までに環境大

臣に報告しなければならないこと。 

 5) 循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）の基本原則に沿った事業で

あること。 

 6) 事業実施の計画が確実かつ合理的であること。 

 7) 地球温暖化防止に資する効果が合理的に説明でき、かつ当該効果が十分高いものと判

断できること。 

 8) 当該事業の遂行によって、他の事業者に対する波及効果が見込まれること。 

 9) 事業者の取組として先進的であること。 

 10) 1)の表の左欄の③～⑦の対象施設においては、熱利用先又は製造された燃料の利用先

が確定している旨を証明できること。 

 11) 産業廃棄物処理施設においては、産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則

対応しているものであること。 

 12）断熱材を使用する場合は、フロンを用いないものであること。 

 

（６）補助期間 

 補助期間は原則１年（ただし、事業の進捗等を勘案し必要と認められる場合は、できる限

り配慮する。） 

 

１－３ 補助事業者の選定方法等 

（１）一般公募を行い、選定します。 

 

（２）応募者より提出された実施計画書等をもとに、厳正に審査を行い補助事業者を選定し、

予算の範囲内において補助金の交付を決定（内示）します。 

 



１－４ 留意事項 

 本補助事業は、各都道府県・保健所設置市の廃棄物担当部局の協力を得て実施しています。

このため、本補助事業に関し、各都道府県・保健所設置市の廃棄物部局から問い合わせがあ

る場合があります。 

 

 

２．補助金の交付等について 

 

（１）交付申請 

 公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出していただきます（申請

手続等は交付要綱を参照願います。）。その際、補助金の対象となる費用は、当該年度に行

われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。 

 

（２）交付決定 

 環境省は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を行い、

補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。 

 ・申請に係る補助事業の全体計画（資金調達計画、工事計画等）が整っており、準備が確

実に行われていること。 

 ・申請に係る補助事業に要する経費（設備費、工事費、諸経費）が、補助事業と類似の事

業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの標準価格等を参考として算定さ

れているものであること。 

 ・補助対象経費には、国からの他の補助金（負担金、利子補給並びに補助金に係る予算の

執行の適正化に関する法律第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号に掲げる資

金を含む。）の対象経費を含まないこと。 

 

（３）事業の開始 

 補助事業者は環境省からの交付決定を受けた後に、事業開始することが原則となります

（ただし、工期等の諸事情により早期開始が必要なものについてはご相談下さい。）。 

 補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するにあたり注意していただきたい主

な点（原則）を以下に記します。 

 ・新規応募事業の場合、契約・発注日は環境省の交付決定日以降であること。 

 ・補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くような手続

きによって相手先を決定すること。 

 ・当該年度に行われた委託等に対して当該年度中（出納整理期を含む。）に対価の支払い

及び清算が行われること。 

 

（４）補助金の経理等について 

 補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分して経

理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。  

 これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間、いつで

も閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。 

 

（５）実績報告及び書類審査等 

  当該年度の補助事業が完了した場合は、事業終了後３０日以内あるいは翌年度４月１０

日のいずれか早い日までに実績報告書を環境省宛て提出していただきます。 



 環境省は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地検査

等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額

を決定し、補助事業者に確定通知をします。 

 なお、自社調達及び１００％同一資本に属するグループ企業からの調達によってなされた

設計、工事、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額（製造原価）

を補助対象経費の実績額といたします。また関係会社からの調達分についても原則原価計算

等により、利益相当分を排除した額（製造原価と販売費及び一般管理費の合計）を補助対象

経費の実績額とします【参考資料１参照】。 

 

（６）補助金の支払い 

 補助事業者は、環境省から確定通知を受けた後、精算払請求書を提出していただきます。

その後環境省から補助金を支払います。ただし､必要と認められる場合には上記の方法によ

らないで、交付決定した補助金の一部について補助事業の期間中に概算払いをすることがで

きます。 

 

（７）取得財産の管理について 

 補助事業の実施により取得した財産（取得財産等）については取得財産管理台帳を整備し、

その管理状況を明らかにしておくとともに、財産を処分（補助金の交付の目的（補助金交付

申請書及び実施計画書に記載された補助事業の目的及び内容）に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供することをいう）しようとするときは、あらかじめ環境省の

承認を受ける必要があります。なお、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品そ

の他の財産には、環境省補助事業である旨を明示しなければなりません。 

 

（８）利用状況の報告について 

  補助事業の適正な管理のため、補助事業の実施により取得した財産等（補助事業により

設置した発電設備等）の利用状況を確認させていただきます。つきましては、【参考資料２】

のとおり設備等の運転・利用状況の報告をお願い致します。 

 

（９）その他 

 上記の他、必要な事項は交付要綱及び実施要領に定めますので、これを参照してください。 



 

３．公募案内 

 

（１）応募方法 

 事業の応募に必要な書類を公募期間内に環境省へ提出していただきます。書類は封書に入

れ、宛名面に「廃棄物処理施設における温暖化対策事業応募書類」と赤字で明記してくださ

い。 

 

（２）公募期間 

 平成１７年６月２７日（月）～平成１７年７月２９日（金）１８：００必着 

 

（３）応募に必要な書類及び提出部数 

 ①実施計画書 

 ②経費内訳（別添様式） 

※経費内訳は１７年度分についてのみ作成 

 

  ①及び②の書類を一部提出のこと。 

 

（４）提出先 

 土日祝日を除く執務時間 

 ①一般廃棄物処理施設 

 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

    環境省 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課 

    TEL 03-3581-3351（内線6849）担当 施設第二係 

 ②産業廃棄物処理施設 

 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

    環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課 

    TEL 03-3581-3351（内線6875）担当 施設整備指導係 

 

（５）提出方法 

 持参又は郵送（郵送の場合は電話による御連絡を併せてお願いします。） 

 



【別添１】 

廃棄物処理施設における温暖化対策事業 実施計画書 

                                                                                 

事業の名称  

  

 会 社 名 等       

 所   属  

事業実施の 所 在 地  

代表者 役 職 名  

 氏   名  

 T E L / F A X       

   

 会 社 名 等       

 所   属  

 所 在 地  

経 理 責 任 者        役 職 名  

 氏   名  

 T E L / F A X       

   

事 業 実 施 の 名   称  

主たる実施場所 所 在 地  

   

   

事業の概要  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

事業の目的  

  

  

  

  

  

  

  

  

↓ 

  



                                                                                 

事業の方法、 １．発電事業の場合 

内容 （１）発電方式 

 （２）発電出力(定格最大) 

 （３）年間発電量 

 （４）発電効率 

 （５）廃棄物の種類・処理計画量 

 （６）その他 

  

 ２．熱供給事業の場合 

 （１）熱利用用途 

 （２）熱供給方式 

 （３）時間あたり供給熱量 

 （４）年間供給熱量 

 （５）廃棄物の種類・処理計画量 

 （６）その他 

  

 ３．バイオマスコージェネレーション事業の場合 

 （１）発電方式 

 （２）発電出力（定格最大） 

 （３）年間発電量 

 （４）発電効率 

 （５）熱利用用途 

 （６）熱供給方式 

 （７）時間あたり供給熱量 

 （８）年間供給熱量 

 （９）廃棄物の種類・処理計画量 

 （１０）その他 

  

 ４．燃料製造事業の場合 

 （１）燃料の種類 

 （２）燃料利用用途 

 （３）燃料製造方式 

 （４）エネルギー回収率 

 （５）発熱量 

   ①固形化、液化の場合、単位はMJ/kg 

   ②ガス化の場合、単位はMJ/Nm
３
 

 （６）時間あたり設備能力量 

 （７）年間燃料製造量 

 （８）廃棄物の種類・処理計画量 

 （９）その他 

  

  

↓ 

  



                                                                                 

実施時期  

  

事業の効果 （二酸化炭素排出抑制効果・石油代替効果） 

  

 （環境への影響） 

  

 （他事業等への波及効果） 

  

 （その他） 

  

  

 

（注）本整備計画書の参考資料として、以下のものを添付すること。 

 ①設備のシステム図、配置図 

 ②１）発電事業の場合、発電効率について、計算式、メーカー証明などの算定根拠

資料 

２）熱供給事業の場合、時間あたり供給熱量について、計算式、メーカー証明

などの算定根拠資料 

３）バイオマスコージェネレーション事業の場合、省エネ率について、計算式、

メーカー証明などの算出根拠資料 

４）燃料製造事業の場合、エネルギー回収率、発熱量について、計算式、メー

カー証明などの算定根拠資料 

 ③本事業にかかる廃棄物の入手先・種類・処理計画量及び受入条件等が分かる資料 

 ④廃棄物処理施設設置にかかる許可取得状況（申請中の場合は見通し等） 

    ⑤地元調整状況 

 ⑥事業の効果（二酸化炭素排出抑制効果・石油代替効果、環境への影響など）の算

定根拠資料 

⑦事業収支計画が分かる資料 

 ⑧会社概要 

  ⑨本事業の実施体制 

 ⑩登記簿謄本 

 ⑪事業実績、決算書（最近２営業期間） 

 ⑫事業実施予定地の位置図／国土地理院発行地図（必要に応じ現地写真） 



【別添２】 

廃棄物処理施設における温暖化対策事業に要する経費内訳（平成１７年度） 

                                                                                 

 (1)総事業費 (2)寄付金その他 (3)差引額 (4)補助対象経費 

     の収入    (1)-(2)   支出予定額 

     

所要経費              円               円              円               円 

 (5)補助金上限額 (6)高効率化に伴う (7)補助金所要額 

    (4)×1/3    増嵩費用    (5)と(6)を比較して少 

     ない方の額 

    

                円               円                  円 

  補 助 対 象 経 費 支 出 予 定 額 内 訳 

経費区分・費目    金  額              積 算 内 訳 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合  計   

  購入予定の主な財産の内訳(一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの) 

    名    称     仕  様 数量   単 価   金  額 購入予定時期

      

      

      

      

      

（注）①費目は可能な限り細分化して金額を記載すること。 

②所要経費の欄の(6)高効率化に伴う増嵩費用については、補助対象経費支出予定額

内訳の欄の積算内訳において、該当する費用が分かるよう明示し、その費用の合計

額を記載すること。また、高効率化にかかる整備内容の詳細及びその費用の算出根

拠資料を添付すること。 

③補助対象外設備がある場合、本表とは別に、事業全体分の総事業費及び経費支出

予定額内訳が分かる表を作成し、参考として添付すること。 



                                                                                 

  参考資料１  

補助事業における利益等排除について 

 

 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの

調達分（工事を含む。）がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当

分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくな

いと考えられます。 

 そこで補助事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとおり利

益等排除方法を定めます。 

 

記 

 

１．利益等排除の対象となる調達先 

 補助事業者（間接補助事業者を含む。以下同じ。）が以下の（１）～（３）の関係にある

会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）

は、利益等排除の対象とします。 

 利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関

連会社及び関係会社を用います。 

（１）補助事業者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く） 

 

２．利益等排除の方法 

（１）補助事業者の自社調達の場合 

 原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいま

す。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

 取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助

対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算

書）における売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」といい、売上総利益

率がマイナスの場合は０とします。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

 取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内

であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合は、

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する営業利益の割合

（以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は０とします。）をもって取引

価格から利益相当額の排除を行います。 

  

注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経

費であることを証明して頂きます。また、その根拠となる資料を提出して頂きます。 



                                                                                 

  参考資料２  

 

利用状況の報告について 

 

  補助事業の適正な管理のため、補助事業の実施により取得した財産等（補助事業により

設置した廃棄物処理設備、エネルギー利用設備等）の利用状況を確認させていただきます。

 つきましては、下記のとおり設備等の運転･利用状況の報告をお願いいたします。 

 

１．提出データ一覧 

                                                                                 

    施設区分                   主 な 提 出 デ ー タ             

 廃棄物発電 ・廃棄物の種類及び処理量  

  ・その他燃料等の種類及び使用量  

  ・廃棄物発熱量  

  ・その他燃料等発熱量  

  ・発電量  

  ・売電量  

  ・廃棄物依存率  

  ・発電効率  

  ・稼働時間  

  ・発電単価  

 バイオマス発電 ・バイオマス（廃棄物由来のものに限る。以下同じ。）の種類  

   及び処理量  

  ・その他燃料等の種類及び使用量  

  ・バイオマス発熱量  

  ・その他燃料等発熱量  

  ・発電量  

  ・売電量  

  ・バイオマス依存率  

  ・発電効率  

  ・稼働時間  

  ・発電単価  

 廃棄物熱供給 ・廃棄物の種類及び処理量  

  ・その他燃料等の種類及び使用量  

  ・廃棄物発熱量  

  ・その他燃料等発熱量  

  ・時間あたり供給熱量  

  ・年間供給熱量  

  ・廃棄物依存率  

  ・稼働時間  

  ・熱供給単価  

  ・熱利用用途及び熱供給先  

↓ 



 

                                                                                 

 バイオマス熱供 ・バイオマスの種類  

 給  及び処理量  

  ・その他燃料等の種類及び使用量  

  ・バイオマス発熱量  

  ・その他燃料等発熱量  

  ・時間あたり供給熱量  

  ・年間供給熱量  

  ・バイオマス依存率  

  ・稼働時間  

  ・熱供給単価  

  ・熱供給先及び熱利用用途  

 バイオマスコー ・バイオマスの種類  

 ジェネレーショ  及び処理量  

 ン ・その他燃料等の種類及び使用量  

  ・バイオマス発熱量  

  ・その他燃料等発熱量  

  ・発電量  

  ・売電量  

  ・バイオマス依存率  

  ・発電効率  

  ・稼働時間  

  ・発電単価  

  ・時間あたり供給熱量  

  ・年間供給熱量  

  ・熱供給単価  

  ・熱供給先及び熱利用用途  

 廃棄物燃料製造 ・廃棄物の種類及び処理量  

  ・その他燃料等の種類及び使用量  

  ・廃棄物発熱量  

  ・その他燃料等発熱量  

  ・製造された燃料の発熱量  

  ・年間燃料製造量  

  ・廃棄物依存率  

  ・稼働時間  

  ・燃料売却単価  

  ・燃料供給先及び燃料利用用途  

                    

↓ 

                    

                    

                    

                    

                    



                    

                                                                                 

 バイオマス燃料 ・バイオマスの種類  

 製造  及び処理量  

  ・その他燃料等の種類及び使用量  

  ・バイオマス発熱量  

  ・その他燃料等発熱量  

  ・製造された燃料の発熱量  

  ・年間燃料製造量  

  ・バイオマス依存率  

  ・稼働時間  

  ・燃料売却単価  

  ・燃料供給先及び燃料利用用途  

 

２．データの収集期間、提出時期 

  ・データの収集期間は、原則、設備等の本格稼働後最低４年間とします。 

 １ 年 目：設備等の運転開始から３月末まで 

        ２年目以降：４月１日から３月末まで 

 ・データは月単位で集計したものを、毎年５月末までに提出願います。 

 

３． その他 

 ・必要に応じ、上記以外のデータの提出をお願いする場合があります。 

 


